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令和３年度補正「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」 

充電インフラ整備事業における交付申請受付終了のお知らせ 

 

 

     

令和３年度補正「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」充電インフラ事業は多

数の交付申請を受理し、９月２１日（水）にセンターに到着した交付申請をもって予算額を超えま

した。つきましては、業務実施細則第１３条に基づき交付申請の受付期間を短縮し、令和４年９月

２０日（火）にセンターへ到着した申請をもって、交付申請の受付を終了いたします。よって、令

和４年９月２１日（水）以降にセンターへ到着した申請は無効となりますのでご了承ください。 

 

なお、交付申請の到着等に関してお電話にてお問い合わせいただきましても、回答することがで

きません。ご理解のほどお願いいたします。 

受付不可となった交付申請は、オンライン申請システムにて順時通知をいたしますので、お待ち

ください。 

 

   ＜参考＞ 

   業務実施細則第１３条第２項 

    交付申請の受付期間内に交付申請の額の累計が予算額を超えた場合は、到着日により先着順位を

設定し、予算額を越えた時点で交付申請の受付を終了する。なお、交付申請の到着日の日付が予算

額を超えた当日及びそれ以降の申請については、これを無効とする。 

 

   以上 


